
令和６ 年度 京都市予算案 事業概要 

                                    環境政策局 

事務事業名 資源物店頭回収促進支援事業 

予  算  額 1,500 千円 新規・充実・継続の別 新規 

担  当  課 循環型社会推進部 資源循環推進課（２２２－３９４６） 

［ 事業実施に至る経過・ 背景など］  

京都市では、循環型社会の構築に向けて、区役所・ 支所のエコまちステーショ ン、児童館等

の資源物回収拠点や公園、 小学校等の移動式拠点回収を拡充するなど、 分別・ リ サイ ク ルを

推進し ている。  

市民が日常の買い物行動の中で資源物を出すこ と ができる店頭回収は重要な役割を果たす

こ と が期待さ れるため、 「 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（ し まつのこ こ

ろ条例） 」 において、店頭回収を小売業者の努力義務と して定めると と も に、「 京・ 資源めぐ

るプラ ン－京都市循環型社会推進基本計画（ 2021-2030） －」 に基づき、 「 事業者による店頭

回収等の自主回収の推奨」 に取り 組んできた。  

今後、 資源循環を一層促進するため、 一定の定着が見ら れるスーパーマーケッ ト 等に加え

て、 より 多く の業種における多様な資源物の回収を支援し 、 市民の皆様の利便性の向上を図

る。  

 

［ 事業概要］  

店頭での資源物回収を新たに実施する小売業者に対して、「 資源物回収容器の購入」 や「 回

収に係る表示物の作成」 等に必要な経費の一部を助成する制度を創設する。  

 

１  対象経費及び助成額 

  ・ 対象経費： 回収ボッ ク スの設置や適正排出を呼びかける表示物の設置等に要する経費 

・ 助成割合： 対象経費の１ ／２  

・ 上 限 額： 新たに回収する資源物の品目数に応じ て以下のと おり  

        １ 品目： ５ 万円、 ２ 品目： １ ０ 万円、 ３ 品目以上： １ ５ 万円 

２  その他 

  助成を受けた事業者には、 回収量に係る本市アンケート やごみ減量・ 分別に係る啓発物

の設置等への協力を求める。  

 

［ 参 考（ 他都市の状況・ 事業効果など） ］  
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